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再発防止委員会の委員増員に関するお知らせ 
 
当社は、平成26年3月4日付「再発防止委員会の設置等に関するお知らせ」において、再発防止のため 

の諸施策の検討・立案、再発防止活動のモニタリング等を行う再発防止委員会の設置を発表しております 
が、このたび再発防止委員会の機能強化を図るため、下記のとおり委員増員を決定いたしましたので 
お知らせいたします。 
 

記 
 
１．再発防止委員会の委員増員の目的  

平成26年3月4日付にて、委員長に岩佐実次（当社代表取締役会長兼社長）、外部委員として入谷 
淳氏（弁護士／公認会計士）を選任し、再発防止委員会を設置いたしましたが、より客観的に第三者 
の視点から再発防止のための諸施策の検討・立案を図るため、委員長を外部委員である入谷淳氏とし、 
新たに副委員長として政木道夫氏（弁護士）を追加選任することといたしました。 
また、岩佐実次を副委員長とし、各部署の業務に精通した責任者を追加選任することで、再発防止 

活動をより強力かつ着実に推し進める体制といたします。 
 

２．増員後の委員会の構成  

 委 員 長 入谷  淳    （弁護士／公認会計士）※ 

 
 副委員長 政木  道夫 （弁護士）※ 

岩佐 実次 （当社代表取締役会長兼社長） 
 

 委  員 
 
＜追加選任＞ 
教務企画局部長、株式会社名門会取締役（営業部門担当）、株式会社伸芽会副局長
（教務部門担当）、管理企画局副部長、管理企画局次長（人事担当）、管理企画局
課長（システム担当） 以上6名 
 
＜現任＞ 
内部監査室室長及び同室所属従業員、ＣＳ調査室室長、管理企画局次長（株式 
会社名門会担当）、株式会社伸芽会取締役（管理部門担当）  

 
 ※外部委員の略歴 
 

入谷  淳 氏 井上斎藤英和監査法人(現あずさ監査法人)、東京地方検察庁特別捜査部検事
等を経て、2007 年に弁護士登録。弁護士、公認会計士の資格を有し、取扱
分野はコンプライアンスを含む一般企業法務、独禁法等。 

政木 道夫 氏 東京地方検察庁特別捜査部検事、東京地方裁判所刑事部判事補等を経て、2004
年に弁護士登録。主な取扱分野は、調査案件を含むコンプライアンス全般、
訴訟等。 

 

  当社は、今後も再発防止に向けた取組みを積極的に推進してまいります。新たな取組み、各種施策 
 の進捗状況等につきましては、引続きお知らせしてまいります。 
 

  

上 場 会 社 名 株 式 会 社 リ ソ ー 教 育
代 表 者 代表取締役会長兼社長 岩  佐  実  次

（コード番号：４７１４  東証第一部）
問合せ先責任者 情報開示担当リーダー 劉      賢一郎

 情報開示担当リーダー 石  田  敦  英
（ＴＥＬ ０３－５９９６－３７０１）

 
各 位 

以 上


